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企画競争実施の公示

令和８年５月１４日

  分任支出負担行為担当官

  四国地方整備局 中村河川国道事務所長  柳川 克一

次のとおり、提案書の提出を招請します。

１.業務概要

（１）業務名及び概要

令和８年度 渡川水系環境整備事業運営記録等作業

（四万十川自然再生事業の関連団体との連絡調整のほか、自然再生事業広報資料作

成を行う業務）

（２）業務内容

 本作業は、中村河川国道事務所における四万十川自然再生事業の実施において、関

連団体との連絡調整を行い、会議及び行事の開催調整、運営・記録等の作業を行うも

のである。

１．会議・行事の開催調整    １式

２．会議・行事の運営・記録   １式

３．事業広報資料作成      １式

（３）履行期間

契約締結日の翌日から令和９年３月２６日まで

２.企画競争参加資格要件

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に

該当しない者であること。

（２）令和７・８・９年度の国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」

のＣ等級又はＤ等級に格付けされた四国地域の競争参加資格を有する者（会社更生

法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがな

されている者については、手続開始の決定後、「競争参加者の資格に関する公示」

（令和８年３月３１日付官報）に基づく再申請の手続きを行った者を含む。）であ

ること。

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（競争参加者の資格に関する公示に基づ

く再申請の手続きを行った者を除く。)でないこと。

（４）本件に組合等（特別法に基づく協同組合又はこれに類する組織）として提案書を提

出しようとする場合の構成員でないこと。

（５）平成２８年度以降公示日までに完了した業務において、下記に示す同種又は類似業

務にかかる実績（再委託による業務の実績は含まない。）があることを証明した者
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であること。

１）同種業務：公共事業に関連する広報資料作成

２）類似業務：公共事業に関連する行事・イベントの資料作成

（６）提案書の提出期限日から特定後に行う見積の時までに、四国地方整備局長から指名

停止を受けていないこと。

（７）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、

国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこ

と。

（８）発注者から直接説明書を交付された者であること。

３．手続等

（１）担当部局

〒７８７－００１５ 高知県四万十市右山２０３３－１４

四国地方整備局中村河川国道事務所 総務課契約係

電 話 ０８８０－３４－７３０２（直通）

（２）説明書の交付期間及び方法

１）交付期間

令和８年５月１４日から令和８年６月２日まで（休日を除く）

２）交付方法

交付を希望する者には、原則として電子メールにより交付を行う。

（３）提案書の提出期限及び方法

１）提出期限

令和８年６月３日 １７時００分

２）提出方法

原則として電子メールにより提出すること。

（４）提案書に対するヒアリングの有無

ヒアリング無

４．その他

（１）本手続で使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

（２）関連情報の入手窓口

上記３．（１）に同じ。

（３）提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。

（４）提出された提案書は、無断で二次的使用を行わない。

（５）提案書に虚偽の記載をした場合は、当該提案書を無効にするとともに、提出者に対

して指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

（６）提案書の提出者は、提案書の作成にあたって、他の提出者と提案書の提出意思、提

案書その他契約担当官等に提出する書類の作成についていかなる相談も行っては

ならない。
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（７）資本関係又は人的関係のある複数の者が提案書を提出することは認めない。

（８）企画競争の結果、提案書が特定された場合であっても、会計法令に基づく契約手続

きの完了までは国との間に契約関係が生じるものではない。

（９）詳細は、説明書による。


